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午前10時１分開会

会議に付した案件

○概要説明

商工観光労働部、福祉保健部

１．介護・看護分野における人材確保・育成

対策、外国人材の受入れについて

２．商工業分野における人材確保・育成対策、

外国人材の受入れについて

３．多文化共生に関する取組について

○協議事項

１．提言について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（12人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 髙 橋 透

委 員 坂 口 博 美

委 員 星 原 透

委 員 外 山 衛

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 山 下 寿

委 員 脇 谷 のりこ

委 員 田 口 雄 二

委 員 河 野 哲 也

委 員 来 住 一 人

委 員 図 師 博 規

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 井 手 義 哉

商工観光労働部次長 横 山 浩 文

観光経済交流局長 酒 匂 重 久

商 工 政 策 課 長 内 野 浩一朗

企 業 振 興 課 長 矢 野 雅 博

雇用労働政策課
長谷川 誠

課 長 補 佐

オールみやざき営業課長 髙 山 智 弘

福祉保健部

福 祉 保 健 課 長 小 川 雅 彦

医 療 薬 務 課 長 小 牧 直 裕

長 寿 介 護 課 長 矢 野 慶 子

医 療 ・ 介 護
佐 藤 彰 宣

連 携 推 進 室 長

事務局職員出席者

政策調査課主幹 千知岩 義 広

政策調査課主査 菊 地 潤 一

それでは、ただいまから産業人○西村委員長

財育成・外国人雇用対策特別委員会を開会いた

します。

本日の委員会の日程でありますが、お手元に

配付の日程案をごらんください。

本日は、商工観光労働部と福祉保健部から、

それぞれの産業分野ごとの人材確保・育成対策

と外国人材の受け入れについて、そして、多文

化共生の取り組みについての説明をいただきた

いと思います。

その後、年度末の報告書の提言内容について

御協議いただきたいと思いますが、そのように

進めてよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○西村委員長
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します。

執行部入室のため、暫時休憩をいたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

本日は、商工観光労働部と福祉○西村委員長

保健部に御出席をいただきました。執行部の皆

様方の御紹介につきましては、配付の配席表に

かえさせていただきたいと存じます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

。○井手商工観光労働部長 おはようございます

商工観光労働部長の井手でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

本日は、お配りしております資料の下、目次

にありますとおり、介護・看護分野及び商工業

分野における人材確保・育成対策、外国人材の

受け入れについて及び多文化共生に関する取り

組みについて、御説明をさせていただきます。

詳細につきましては、この後、担当課長から

、 。御説明いたしますので よろしくお願いします

なお、説明は座ってさせていただきます。

また、本日は、雇用労働政策課長の川端がけ

がで療養中のため、欠席をさせていただいてお

ります。代理で、雇用労働政策課課長補佐の長

谷川が出席をしております。どうぞよろしくお

願いします。

私からは以上でございます。

介護・看護分野における○小川福祉保健課長

人材確保・育成対策、外国人の受け入れについ

て私のほうから御説明いたします。

資料の１ページをお開きください。

、 。最初に 介護分野について御説明いたします

１の介護人材の現状 （１）の介護職員数の推、

移でありますが、本県は全国と同様に増加して

おり、平成29年度では２万1,154人と平成26年度

に比べて約1,500人の増加となっております。

次に （２）の介護職養成機関の入学定員充足、

率及び県内就職率でありますが、１学年定員に

対する平成31年の定員充足率は、表の右から２

列目にありますとおり、養成機関によって約24

％から71％とばらつきが見られます。

また、卒業生の県内就職率は、一番右の列の

とおり約75％から93％と高い就職率となってお

ります。

次に （３）の介護職の有効求人倍率と離職率、

についてであります。左側の有効求人倍率のグ

ラフをごらんください。本県の有効求人倍率は

実線で表しており、グラフの一番右側の平成31

年３月時点では、2.58倍と全国に比べて約1.4ポ

イント低いものの、全国と同様に上昇傾向にあ

ります。

次に、右側の離職率のグラフをごらんくださ

い 本県は実線で表しており 全国の離職率が16。 、

％前後で推移しているのに対して、本県は年度

によって凹凸はございますが、全国よりやや高

めで推移しております。

２ページをお開きください （４）給与の状況。

についてであります。本県の毎月給与額は、全

国より福祉施設介護職員が約３万円、ホームヘ

ルパーが約５万円低く、また、本県の全産業労

働者と比較すると福祉施設介護職員では約５万

円、ホームヘルパーでは約６万円低くなってお

ります。

次に （５）の県内の介護保険サービス事業所、

における実態調査結果についてであります。

これは、平成29年に県が実施しました事業所

と労働者に対するアンケート調査の結果を取り

まとめたものであります。

まず、①の介護労働実態調査結果であります

が、従業員不足が40.7％、特に訪問介護員で
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は57.5％が不足していると回答しております。

なお、ここでいう不足とは、国が定める事業

所の人員基準を満たした上で、利用者へのサー

ビス向上や職員の負担軽減等を考慮して、事業

所が必要と考える人員に対する過不足の状況を

尋ねたものであります。

不足している理由としましては、イにありま

すとおり、採用困難であるが72.6％、離職率が

高いが21.5％などとなっております。ウの採用

が困難である理由につきましては、他社との人

材獲得競合が激しいが24.5％、離職率が高い理

由として賃金が低いと回答した割合が高くなっ

ております。

次に、②の介護労働者の就業実態と就業意識

、 、調査結果でありますが アの労働条件等の悩み

不安、不満等につきましては、人手が足りない

が52.3％、仕事内容の割に賃金が低いが40.3％

などとなっております。イの離職した理由につ

きましては、職場の人間関係、法人や施設、事

業所の理念や運営への不満と回答した割合が高

くなっております。

続いて、２の介護人材確保・育成等の取り組

みについてでありますが、ただいま御説明しま

した現状を踏まえ、介護人材の確保等に向けま

、 、 、しては 介護職への参入促進 職員の資質向上

労働環境や処遇改善等が課題と認識しており、

これらの主な取り組みについて御説明させてい

ただきます。

初めに （１）介護職への参入促進につきまし、

ては、介護の仕事の魅力を伝えるテレビ番組の

放送や啓発イベントの開催など （２）介護職員、

等の資質の向上につきましては、介護職員向け

のキャリアアップ研修や小規模事業所職員向け

の研修等の開催などを行っております （３）労。

働環境・処遇の改善につきましては、介護事業

所への介護ロボット・ＩＣＴ導入支援、介護職

員等の処遇改善加算制度の周知などに取り組ん

でおります。

なお （４）基盤整備につきましては、介護人、

材確保に向けた関係団体との協働としまして、

事業者団体等で構成している協議会を設置し、

。具体的な取り組みについて協議をしております

３ページをごらんください。

３の外国人材受け入れの取り組み等について

であります。

（ ） 、１ の外国人材受け入れ制度でありますが

表にありますとおり、現在４つの制度が整備さ

れているところであります。

（２）の本県の状況でありますが、ことし９

、 、月末現在で 国内で介護福祉士の資格を取得し

「 」 、介護施設等で勤務する在留資格 介護 が13名

日本で介護の技術を学び、本国に技術を持ち帰

る技能実習が42名となっております。

外国人材受け入れの支援としましては、①の

外国人留学生に対する介護福祉士修学資金の貸

し付け、②の介護施設等による外国人留学生へ

の奨学金等支給の支援などに取り組んでいると

ころであります。

４の今後の対応でありますが、介護職員確保

のため、引き続き参入促進、労働環境・処遇改

善に取り組むとともに、介護サービスの質の向

上や多様化するニーズへ対応するため、介護職

員の資質向上に必要な体制整備を図っていくこ

ととしております。

４ページをお開きください。

次に、看護分野について御説明いたします。

１の看護人材の現状 （１）看護職員の就業者、

数の推移につきましては、本県は全国と同様に

准看護師を除き、増加傾向にあり、平成30年度

は２万1,204人、平成24年と比べて920人の増加
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となっております。

次に （２）の看護職員養成機関の入学定員充、

足率及び県内就職率についてであります。表の

一番左にありますとおり、看護師養成機関には

４つの課程があり、４年制大学と、３年課程は

高校卒業後に進むコース、２年課程は中学また

は高校卒業後に准看護師養成で准看護師免許を

取得後に進むコース、５年一貫課程は、中学卒

業後に進むコースとなっております。

現在、県内には４年制大学が２校、３年課程

が７校、２年課程が３校、５年一貫が５校、さ

らに准看護師養成機関が６校あり、表の右から

２列目のとおり、平成31年の入学生における１

学年定員に対する充足率は、５年前の平成26年

、 。よりも低下し 全体で約85％となっております

一方、一番右側の列のとおり、県内就職率は

約６割で推移しており、養成課程によってばら

つきはありますが、上昇傾向にあります。

次に （３）看護職員の有効求人倍率と離職率、

についてであります。

まず、本県の有効求人倍率は、平成31年３月

の時点で1.92倍と全国に比べて約0.5ポイント低

いものの、高い倍率で推移しております。

また、離職率は、平成29年度の県内の常勤看

護職員が9.6％、新卒看護職員が9.4％となって

おり、いずれも上昇傾向にあります。

５ページをごらんください。

次に （４）給与の状況でございます。表の右、

、 、から３列目 本県の毎月給与額の欄を見ますと

看護師が全国より約６万円、准看護師は約４万

円と低くなっております。また、一番下の行の

本県の全産業労働者の毎月給与額と比較します

と、看護師は約２万円高く、准看護師は約1.5万

円低い状況にあります。

続きまして、２の看護人材確保・育成等の取

り組みについて御説明いたします。

（１）看護職員の確保促進につきましては、

まず、①看護の仕事の魅力の発信としまして、

高校生が医療機関で患者に対する看護の体験を

行うふれあい看護体験や、県内の看護学校を一

堂に集めた進路相談会の実施、学校の要望に応

じた出前講座の開催に取り組んでいるところで

あります。次に、②流出抑制や離職防止としま

して、新人職員研修の実施や新卒訪問看護師の

育成に取り組んでおります。次に、③復職支援

としまして、病院等を離職した場合等に必要と

、なる届出制度の周知や管理を実施するとともに

求職者への無料職業紹介、再就職相談や実習な

どを通して、復職促進を図っているところであ

ります。

次に （２）看護職員の資質の向上につきまし、

ては、看護師等養成所の実習受け入れを行って

いる施設の実習指導者に対する講習会や訪問看

護師向けの段階別研修の実施に取り組んでいる

ところであります。

次に （３）労働環境・処遇の改善につきまし、

ては、ワークライフバランス推進として、勤務

環境等に関するワークショップの実施や相談対

応に取り組んでいるところであります。

次に （４）基盤整備につきましては、①看護、

師等養成所運営支援として、看護師等養成所の

運営に必要な経費の補助を行っており、県内就

職率に応じた調整率により補助額を増減するこ

とで、看護師養成所に県内就職率向上の取り組

みを促しているところであります。また、②女

性医師等離職防止・復職支援事業として、病院

や診療所に従事する職員のための保育施設を運

営する経費の補助を行っているところでありま

す。さらに、③県内外の看護人材について、受

け入れ体制を促進するための医療機関魅力発信
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力向上に係る研修会の開催や教育体制整備及び

高度資格取得のための研修派遣等への補助を

行っているところでございます。

続きまして、３の外国人材の受け入れの取り

組み等につきましては、ＥＰＡに基づいて外国

人看護師候補者を受け入れている施設に対する

補助を行っているところであります。

最後に、４の今後の対応としまして、看護職

員の確保については、引き続き定着促進、離職

防止、復職支援を図りつつ、基盤整備を行うと

ともに、さまざまな医療需要に対応するため、

看護職員の資質向上に必要な体制整備を図って

まいります。

説明は以上でございます。

次に、商工業分野におけ○内野商工政策課長

る人材確保・育成対策、外国人材の受け入れに

ついて、商工政策課から御説明をいたします。

資料の６ページをお開きください。

まず、１、商工業分野の人材不足の状況です

が （１）就業者数の推移のグラフをごらんくだ、

さい。ちょっと文字が小さくて申しわけござい

ませんが、過去３回の国勢調査における就業者

数の推移について、就業者全体を折れ線グラフ

で、また、商工業分野として製造業、卸売業・

小売業、宿泊業・飲食サービス業の就業者数を

棒グラフで表しております。

就業者全体、商工業分野のいずれも就業者数

は減少しておりますが、平成17年から平成27年

までの10年間で、商工業分野は約19万3,000人か

ら約16万8,000人と12.8％減少しておりまして、

就業者全体の6.1％の減を上回っております。

また、グラフの右横に、ことし10月の本県の

職業別の有効求人倍率を記載しておりますが、

、 、 、製造関係 販売関係 宿泊・飲食関係の倍率は

いずれも全体の倍率を上回っております。

次に （２）アンケート調査結果についてです、

が、これは昨年、県内の事業所約5,000社を対象

に実施した本県の産業振興に関するアンケート

、「 」調査から 希望する人材が確保できていますか

という問いに対しての商工業分野の事業所の回

答を抽出したところ 「やや不足している 「不、 」、

足している」を合わせまして71.4％が人材不足

を感じているという結果となっております。

このような状況を踏まえまして、資料には記

載しておりませんが、商工観光労働部では、産

学金労官の関係機関が連携して、オールみやざ

きの体制で若者等の県内定着を促進すること、

また、就業を希望する女性、高齢者など多様な

人材が活躍できる環境の整備を促進することの

２つを柱として、人材の確保・育成に取り組ん

でおります。

、 。次に 具体的な取り組みについてであります

、 （ ） 、まず ２の １ 人材の確保といたしまして

１番目と２番目の中ポツにありますように、高

校生に対する取り組みといたしまして、就職支

、 、援員等を配置して 教育委員会と連携しながら

高校と企業とのネットワークづくりを支援しま

すとともに、企業ガイダンス等により県内企業

のＰＲを行っております。

また、学校における授業と並行して、高校と

企業が連携しながらものづくり分野、ＩＣＴ分

野など企業の現場等を教材にした実践的な人材

教育に取り組んでおります。

その次ですが 大学生等と受け入れ企業のマッ、

チングを行うウェブサイト「みやざきインター

ンシップＮＡＶＩ」を活用した県内企業のイン

ターンシップの活性化や、県外からのＵＩＪタ

ーンを促進するための「ふるさと宮崎人材バン

ク」を活用して、県内就職に関する相談対応や

職業紹介を行うとともに、県内外で就職説明会
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を開催して、企業とのマッチングの機会を提供

しております。

また、その下ですが、企業の成長戦略を実現

するため、宮崎県プロフェッショナル人材戦略

拠点におきまして、専門的知識等を有する都市

部のプロフェッショナル人材とのマッチングを

実施しております。

７ページをごらんください。

女性や高齢者などが活躍できる職場環境づく

りを促進するため、講演会、研修会を開催しま

すとともに、特に優れた取り組みを行う事業所

に対し、働きやすい職場「ひなたの極」の認証

を実施しております。

次に （２）人材の育成についてであります。、

１番目と２番目の中ポツは、産業技術専門校

の取り組みでありまして、新規学卒者等を対象

に、２年間の職業訓練を実施しますとともに、

在職者を対象として、各種資格試験や技能士試

験のための短期技能講座を実施しております。

次の、３つ目と４つ目の中ポツ、工業会、商

工会等におきまして、会員企業や中小・小規模

事業所を対象とした研修会等を開催しておりま

す。

また、一番下になりますが、観光分野におき

ましても、県が「観光みやざき創生塾」を実施

して 観光地域づくりに必要な人材の育成を行っ、

ているところであります。

次に、３、商工業分野の外国人材の受け入れ

についてであります。

（１）外国人労働者数の推移のグラフをごら

んください。

外国人を雇用する事業所から、宮崎労働局に

、届け出があった本県の外国人労働者数について

全産業を折れ線グラフで、商工業分野を棒グラ

。 、フで表しております 全産業の外国人労働者は

毎年増加しておりまして、平成30年10月末現在

では4,144人となっております。これを平成28

年10月末と比較しますと、1,542人の増、率にし

て約60％の増加となっております。商工業分野

におきましても同様に957人、約65％の増加と

なっております。

次に （２）外国人材の受け入れに係る県の取、

り組みでありますが、１番目と２番目の中ポツ

にありますように、外国人材の受け入れ・共生

に向けて、県と市町村が連携を図って取り組む

ため、連絡協議会を設置しますとともに、外国

人が安心して宮崎で暮らせる環境を整備するた

め、多言語で一元的に相談対応を行う窓口 「み、

やざき外国人サポートセンター」を設置したと

ころであります。

また、その下になりますが、外国人の雇用を

検討している企業等向けのセミナーの開催や外

国人留学生等の県内就職を支援するため、外国

人留学生・企業交流セミナーを開催して、外国

人側と受け入れる企業側の双方への支援を行い

ながら、外国人材の確保に取り組んでいるとこ

ろであります。

説明は以上でございます。

次に、多文化○髙山オールみやざき営業課長

共生に関する取り組みについて、オールみやざ

き営業課から御説明します。

資料の８ページをお開きください。

まず、１の多文化共生社会づくりの推進であ

りますが、改正入管法の施行により、今後さら

、なる外国人住民の増加が見込まれますことから

言語、文化、生活習慣、価値観などの違いを認

め合い、地域住民と外国人住民がともに地域社

会の構成員として協力し合う多文化共生社会づ

くりがますます重要になってくると考えており

ます。
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このため、本年６月に策定しました「みやざ

きグローバルプラン」に基づき、さまざまな取

り組みを行っているところであります。

参考としまして、外国人住民の推移を記載し

ておりますが、平成28年から平成30年までの２

年間で1,521人の増加となっております。

、多文化共生に関する取り組みにつきましては

２の外国人住民への支援と３の外国人と共生す

る地域社会づくりの２つの柱で取り組んでおり

ます。

まず、２の外国人住民への支援につきまして

は （１）の外国人住民への行政・生活情報の提、

供や生活面でのさまざまな支援を行うため、去

る10月26日、宮崎市の中心部に「みやざき外国

人サポートセンター」を設置したところであり

ます。営業日は火曜日から土曜日の10時から19

時までとしており、仕事帰りの時間帯や土曜日

にも対応できるようにしております。このセン

ターでは、外国語のできる相談員や翻訳機・多

言語コールセンターを活用して19言語で外国人

住民等からのさまざまな相談に対応しており、

開所から１カ月間で在留資格更新や運転免許切

りかえ、子供の健診など約60件の相談が寄せら

れております。

また、生活や防災に関する情報を多言語で発

信するほか、地域住民との交流の場などとして

活用するとともに、今後県内各地での出張相談

会などを実施することとしております。

なお、体制につきましては、所長及び相談員

３名としており、国や市町村、関係機関と連携

しながら、きめ細かな支援を行うこととしてお

ります。

このほか、日本や宮崎の文化に触れる機会の

、 、提供として 文化講座などを実施するとともに

外国人のための防災講座、ボランティアの養成

を行っているところであります。

また （２）の日本語学習支援の充実では、外、

国人住民が生活等に必要な日本語能力を身につ

けられるよう、外国人等のニーズを踏まえた日

本語教育や日本語学習支援者の育成を行ってお

ります。

次に、３の外国人と共生する地域社会づくり

でありますが （１）の多文化共生に関する意識、

啓発では、国際交流員等による国際理解講座を

県内の小中学校、高校などで幅広く実施すると

ともに、インターネットや広報誌等を活用した

意識啓発、市町村の異文化理解等の講座への多

。文化共生アドバイザーの派遣を行っております

また （２）の地域での交流促進・地域社会へ、

の参加促進では、県民と外国人住民が触れ合え

る国際交流イベント等の開催や国際交流・協力

団体の活動支援、通訳などのボランティアの登

録促進、活用を行っているところであります。

最後に （３）の外国人にも住みやすい地域社、

会づくりでは、外国人住民等の意見交換の場を

設けるなど、住みやすい生活環境づくりにも取

り組んでいるところであります。

説明は以上になります。

執行部の説明が終わりました。○西村委員長

御意見、御質疑がございましたら、御発言を

お願いしたいと思います。

飛び飛びになってもあれですから、まず福祉

保健部のほうから質問があればお願いしたいと

思います。

看護分野のところで、看護職員の○河野委員

離職率、新卒者が平成26年から上昇していると

思うんですが、この原因というか、分析してい

るのか。

離職した後の追跡というか、こっち方面に動

いているぞというような調査を行っているのか
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が２点目。

それと、３点目、２番に看護人材確保・育成

、（ ） 、等の取り組みで １ の②新人職員研修の実施

新卒訪問看護師育成ということで挙がっていま

すが、これはいつから実施している研修かをお

願いします。

４ページの右下のグラフ○小牧医療薬務課長

の看護職員の離職率をごらんいただきますと、

過去６年分のデータを掲載しておるところでご

ざいますけれども、この調査自体が、日本看護

協会で実施しておりまして、抽出調査になって

おりまして、県内で約30病院を抽出して調査し

ている状況で、年ごとに若干ばらつきがある状

況でありますが、ここ３年程度の傾向としまし

て、新卒者の離職率が上昇しているような状況

でございます。

どうしてそういう離職率がふえたかというこ

とについては、いろいろ現場の御意見を聞きま

すと、やはり新人職員の方の労働条件であると

か、そういったことに対する意識の変化等も出

てきているのかなということで聞いておるとこ

ろでございます。

あとデータとして、どうしても本県の場合、

小規模の病院等が多いという状況になっており

。 、ます 同じく日本看護協会の調査によりますと

やはり小規模病院においては離職率が高い傾向

にあると。本県は小規模病院が多いという状況

にございますので、こういった形になっておる

と考えているところでございます。

また、抽出調査でございますので、過去５年

間を平均しますと大体7.9％で、全国の過去５年

間の平均の7.7％と比べると、さほど差は大きく

は出ていないような状況でございます。

この後、新人の職員の方がどこに移っておら

れるかということについては、統一的な調査と

いうのは行っていないところでございます。

、あと５ページの新人職員研修につきましては

これは相当以前から実施しておりまして ちょっ、

、と開始年度が今手持ちの資料でございませんが

新卒訪問看護師育成の研修につきましては、平

。成29年度から実施しているところでございます

以上でございます。

平成26年から小規模云々というの○河野委員

があるかもしれません、平成26年までは少しず

つ減って、平成26年からまた上がっていますよ

ね。そこに何か原因は。

確かに、この平成26年ま○小牧医療薬務課長

で下がって、平成26年を起点にまた上がってき

、 、ているんですけれども そこの傾向については

本県の対象の抽出数が30病院ということで限ら

れておりますので、どうしても統計上のぶれ等

もありまして なかなかそこら辺の原因がきちっ、

とこの傾向に表れているかどうかというのは、

ちょっとなかなかわかりづらいところでござい

まして、先ほど繰り返しになりますけれど、５

年間平均してみると、余り全国と変わらないよ

うな状況というのはございます。

ちょっと関連して数字の確認です○来住委員

けれども、12月８日の宮日にこれは介護労働安

定センターの調査として出されてまして、2018

年度の調査で、介護の離職率が18％というよう

に報道されてまして、皆さんの資料では18.5％

になっているんですけれども、この違いは、同

じ調査だと思ってるんですけれども、ちょっと

説明をお願いしたいと思います。

昨日の宮日新聞の記事○矢野長寿介護課長

の18.0％と本日の資料の18.5％の違いにつきま

しては、調査の中身は同じなんですが、集計で

対象を国のほうが正規職員、非正規職員と分け

て集計をしておりまして、宮日さんの記事のほ
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うは正規職員の離職率でございます。本日の資

料に掲げております18.5％は、正規職員と非正

規職員を合計した離職率ということで、前の年

度から含めて正規、非正規合計の値で推移を書

かせていただいているところでございます。

まず最初に、この介護分野と看護○星原委員

分野、この給与の状況というので、宮崎県と全

国の平均が書いてあるんですよね。できれば、

九州各県がみえると、宮崎県と比較してどれぐ

らいの差が出ているのかな。要するに、若い人

を残すでも、一つはやっぱり就業のこともある

んでしょうけれども給与関係も一番引っかかる

のかなというふうに思うんで、これを出しても

らうとありがたいんですけれど。これは出ない

ですか、表として。

介護分野でございます。○矢野長寿介護課長

これ、国の賃金構造基本統計調査でございまし

て、九州各県も個表としてはあるんですけれど

も、申しわけありません、ただいま手元に持っ

ておりませんで、その数字をこちらでお答えが

できないのですが。

後で、委員長のほうで表を、九州○星原委員

、 、各県ここに書いてあるのは 厚生労働省云々と

こう書いてあるものですから、多分各県それぞ

れ、鹿児島、熊本とかそれぞれあるんじゃない

かなと思うので、それとの比較がまずしたいな

というふうに思いますので、もしよろしければ

後ほど一覧表でももらえればと。

看護分野のほうはどうでしょう○西村委員長

か。

看護職員についても○小牧医療薬務課長

ちょっと手元には、また調べれば当然ございま

すけれども、後日提出させていただきます。

それでは、両分野ともに後ほど○西村委員長

資料提供ということで、資料が出そろい次第、

。全委員に配付のほうをお願いしたいと思います

なぜ、そういうことを聞いたかと○星原委員

、 、いいますと 外国人を今後雇用していく上でも

やはり外国の方が九州なら九州が生活しやすい

となった場合に、じゃあどこに働く場所を決め

ようかとなったときに、やはりそういう安定し

た給料も基本の一つに入るのかなというふうに

思います。今後、この介護・看護分野だけじゃ

、 、なくて ほかの産業でもそうなんですけれども

そういう待遇がどういう形になるかが、選ぶ範

囲の一つの基準になるのかなと思いますので、

それを聞いたところなんです。そういうことで

次に、どちらにしても外国からの人材がふえて

、 、きているみたいなんですが 皆さん方から見て

ほかの県と比較して、宮崎に来てもらうために

は、言葉の問題もあるんでしょうが、そういう

資格を取る研修なんかの補助、この補助金とい

うか、ここには数字が出てないので、どれぐら

い本県では補助というのは見ているのか、ほか

、の県と比較して同程度になっているのかどうか

。そういったのをちょっと欲しいんですけれども

外国人材への補助という○矢野長寿介護課長

ことでございますが、資料の３ページに、本県

に在留資格「介護」と技能実習制度で現在外国

の方が就労されているという数字を出させてい

ただいております。

在留資格「介護」を取るためには、介護福祉

士の養成施設に通って国家試験を受けられると

いうことになるんですけれども、そういった介

護福祉士を目指す留学生に対する補助というの

を、ことしの６月補正でお認めいただいて、県

からの補助というのが始まっております。

それ以前から外国人の雇用をされている介護

施設等では、独自の奨学金制度といいますか、

貸与制度というのを持っておられまして、そう
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いった制度を持っている介護施設に対して、一

定の金額を補助しますということを始めたとこ

ろでございます。

やはり委員おっしゃるとおり、待遇面ですと

か、生活の安定面ということで、それぞれの働

く環境が整っているかどうかというところが、

外国の優秀な人材に選んでいただくには非常に

重要だと思っておりますので、そういった補助

のシステムなどを使いながら、宮崎を選んでい

ただけるような環境の整備に努めたいと思って

おります。

外国人受け入れについて、個々に○星原委員

介護福祉士修学資金の貸し付け、奨学金支給の

支援、留学生に対するＰＲ経費の助成とか書い

てありますよね。そういうのは他県と比較して

どうなのかということあたりもやっていかない

と、本県の内容がよければ本県を選ぶかもしれ

ませんし、そうじゃないと、全国どこも人手不

足なんで。また、交流協定といいますか、人材

確保のための何らかの、県とどっかという、東

南アジアなら東南アジアの国々との関係で、考

えていることというのはあるんですか。そうい

う協定を結んでいくとかという考えとかという

のは持っているものなんですか。

現在のところ、特定のと○矢野長寿介護課長

ころとの協定ということでの話は進んではいな

いんですけれども、さまざまな外国人の受け入

れをされている施設ですとか、介護福祉士の養

成施設などといろいろお話をさせていただいて

いるとところです。

、 、人材の協議会なども持っておりまして 今後

外国人材の受け入れに特化した作業部会といっ

、 、たようなものも設けていって 問題点ですとか

課題ですとか、それに対する対応策などについ

。て一緒に協議をしていきたいと思っております

それと、先ほど、各県の補助などの状況とい

うことでございましたけれども、この留学生の

補助制度というのは、国の地域医療介護総合確

保基金の仕組みの中で、私どももそれを行って

いるところなんですけれども、今年度行ってい

るのが、平成31年度の当初の段階で９つの都県

。 、でこの補助事業に手を挙げておりました また

今年度中に予定しているというのが11県ござい

ましたので、恐らく年度内に20の都県ではこの

補助制度を使って、外国人材の受け入れを促進

していこうという取り組みをしているというと

ころでございます。

これから我々団塊の世代が後期高○星原委員

齢者に入っていく時代で、余計こういう看護・

介護の資格を持った人たちの人手不足というの

は、今まで以上に今後ふえていくだろうと思う

んです。そうなったときに、本当に外国から外

国人の方々を雇用してという形までもっていく

としたら、いろんな障害がいっぱいあるんじゃ

ないかなというふうに思うんです。そういった

ものをより早くどういうふうにしていったら来

、 、ていただけるか あるいは学んでいただけるか

そういったことに早く取り組んでおかないと、

全国どこでも同じ状況なんで、そういうことに

しっかり取り組んでいってほしいなと思うんで

すが、今、その取り組みについて、国からのい

ろんな補助金とかいろんな制度は、どこも同じ

ように利用しているわけですから、宮崎県独自

で何かこういうことをやっていったほうがいい

かとか、あるいはそういうことに取り組まない

とどうなのかなという不安はあるんですが、そ

の辺に向けて、県独自で何かそういういろんな

貸し付けなり、支援なり、支給なり、いろんな

そういったことは考えているもんなんですか。

それとも、もう国の制度に沿った範囲だけで十
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分だと思われているんですか。

委員おっしゃるように介○矢野長寿介護課長

護人材、どこも不足しているというのが実態で

ございまして、宮崎県を選んでもらえる何かが

ないといけないなという危機意識は非常に持っ

ております。

具体的に今何がというのはございませんが、

、先ほどと繰り返しになってしまいますけれども

人材育成の協議会を持っている中で、外国人に

特化していろんなお話をお互いにさせていただ

きながら、何か方策を今後考えてまいりたいと

考えております。

、○野﨑委員 介護福祉士の養成の件なんですが

県挙げて介護福祉士養成施設の充足率が低いと

いうことで、今いろんな医療専門学校とかそう

いったところで定員は277ですけれど23.8％とい

うことは、もうこれはまずい、もうそこの運営

もなってないんじゃないかという数字なんです

けれども、まずこの要因というか原因は、どう

考えていらっしゃいますか。

介護福祉士の養成施設に○矢野長寿介護課長

は、専門学校と短大、大学と合わせて７校ござ

います。それぞれ介護の仕事がとても大事な仕

事だということについては、非常にそれぞれが

ＰＲをしていただいたりはしているんですが、

なかなか充足率が下がってきているというとこ

ろでございまして、その要因というのが、はっ

きり何がというのはないんですが、やはり若い

人が少なくなっている中で、どこを選ぶかとい

うことになる中で、なかなか選ばれていないの

かなというふうに思っております。

非常に危機意識を私どもも持っておりますの

で、介護福祉士という仕事が非常に大切なやり

がいのある仕事だということもＰＲをどんどん

していかなければいけないなというふうに取り

組んでいるところでございます。

この養成施設の事業がありました○野﨑委員

、 、 、 、よね 何か負担するやつが 生徒さんに １回

前したんですけれど。

、その募集の時期が２月ぐらいになっちゃって

もうそのころにはほかの人は就職とか行き先が

決まっているから、もっと早めにしてくれとい

う、前回、ちょっと要望もしたんですが、何の

事業だったかな、ちょっと詳しいこと、細かな

ことは忘れたけれども。

介護福祉士就学資金貸付○小川福祉保健課長

金の事業ではないかというふうに思うんですけ

れども、一応学校に対して推薦をいただくよう

な形もとっておりますので、どうしても募集の

時期等が入学後になるというような形になって

おります。制度そのもの自体は、入学前からこ

ういう貸付金制度はございますというところは

ＰＲはしている形になりますが、実際お貸しす

るのはどうしても入学後というような形になっ

ているのが現状ということになっております。

、○野﨑委員 そこの待遇は非常に大事であって

そこら辺をちょっと研究していただくといいの

かなと。

もう一点、介護助手、介護福祉士じゃなくて

ベッドメイキングだったり、配膳だったり、誰

でもできるような、女性でも高齢者でもできる

ので、そういった養成というか、そういったこ

とはどのように考えていらっしゃいますか。

介護施設ですとか、介護○矢野長寿介護課長

事業所の仕事の中には、専門性を求められる部

分とともに、さっきおっしゃったように、ベッ

ドメイキングですとか、食事の配膳ですとか、

特に資格がなくてもできる仕事があるというよ

うに承知をしております。

いずれにしても、どの職場もなかなか人手不
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足感が強いということですので、介護の仕事に

ついたことのない方、特に高齢の方に向けて、

介護の未経験者に向けた研修会というものを

行っておりまして、そういったもので介護の職

場にまず触れていただいて、実際に仕事につな

がっていくような取り組みもしているところで

ございます。高齢者も含めた介護助手といった

形での採用をそれぞれの施設も考えておりまし

て、未経験者に向けた研修会についても力を入

れてやっているところでございます。

今、施設では、資格を持っている○野﨑委員

、人がそういったこともやっている現状があって

資格を持っている方には現場では専門的なこと

をしっかりやってもらいたいと、だから、先ほ

ど言った誰でもできるという、またちょっと言

い方が悪いかもしれないけれども、そういった

分野を、その部分はしっかりカバーできるよう

に、各施設にも言ったり、いろんな御指導をい

ただければいいかなと、よろしくお願いいたし

ます。

今さらですけれども、この離職率○外山委員

というのは、ある職場に入って、その職を離れ

る、また違うところに行く。この場合、特にこ

の介護分野というのは、離職はするが違う施設

に行く、転職率、言葉があるかもわからないけ

れども、この辺はどういう考え方をしたらいい

ですかね。

資料のほうにもちょっと○矢野長寿介護課長

載せているんですが、２ページの（５）のサー

ビス事業者における実態調査結果の中で、採用

が困難な理由というのが①のウのところにある

んですけれども、他社との人材獲得の競合が激

しいというのがございまして、これがかなり各

施設さんは考えてらっしゃると。これが新規の

採用だけでなくて、今おっしゃるように、ある

施設を離れて別の事業所に行かれるという方が

多いということも聞いております。

数字として持っているわけではないんですけ

れども、施設の方などとお話をする中で、そう

いったこともあるというふうに聞いております

が、これは介護事業所全体の賃金を含めて底上

げを図る中で それぞれの職場で働きがいを持っ、

て働いていただくことが大事だろうなと思って

おりますので、例えば行政としてできることの

中に、賃金の改善のための処遇改善の加算など

を積極的に皆さんにとっていただいて、全体の

底上げを図ることで人材の確保を業界全体とし

。て進めていきたいというふうに考えております

とどのつまりが、転職あるいは施○外山委員

設を移りますよね、それもとりあえずは離職率

はカウントされるということかな。

離職率の考え方としまし○矢野長寿介護課長

ては、それぞれの事業所に年度内のある時点で

の採用と、年度内の採用と、ある時点で離れた

方の数というので見ますので、それぞれの事業

所ごとに伺いますから、介護業界全体の離職率

というのは出てないというふうに理解しており

ます。

つまり、そこまでは把握できませ○外山委員

んわね、考えたらね。あくまでも一事業所をや

、 。めた時点で離職という感覚 捉え方ですものね

結構です。わかりました。

もう一点教えてほしいんですけれ○星原委員

ども、ここにパーセントで書いてあるんです。

介護でも、看護でもパーセントで書かれている

、 、んじゃなくて できればいろんな施設なら施設

病院なら病院、何人ぐらい、人数としてどれぐ

らいが県内で不足しているのかというのを知り

たいんです。多ければその数をじゃあどういう

ふうにして、県内において若い人たちを残すた
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めには、あるいは外国からこれぐらいは確保し

ていかないと、今の状況で施設なり病院のそう

いったものが守っていけなくなるとかという、

そういう人数がわかると、私はわかりやすいん

ですが、そういった統計というか、そういった

ものはしてないんですか。

、○矢野長寿介護課長 介護職員につきましては

これから必要となる介護職の人数ということを

勘案しまして、平成29年度に推計した数字には

なるんですけれども、2025年度に3,700人程度の

職員が不足すると見ております。これが離職率

ですとか採用率なども勘案した上で、それぞれ

の事業所が必要とする人数と見込まれる供給の

人数の差を出したものでございますが、2025年

で約3,700人という数字が不足するというふうに

考えておりまして、それに向けての介護職員の

確保が必要だというふうに認識しております。

ただ、そのときに、現在介護職員として働い

ている数というのが１ページの一番上の表で、

２万1,000人程度としておりますけれども、その

ときの予想よりは、既に働いている方の数は、

少し多めに推移はしておりますので、そういっ

たこともまた今後、需給のバランスなども見て

いきながら、確保に努めていきたいと考えてい

ます。

今、６年後の2025年で3,700人ぐら○星原委員

い不足だということだったんですよね。そうい

う数字が計算されていれば、じゃあ毎年どうい

うふうな形でその不足分を、25年になったとき

にいかに減らしていくかということであれば、

予測されているんであれば、じゃあどういうふ

うな形で補充していくというか そのことをちゃ、

んと追っかけていかないと、その時代が来たと

きに、やっぱり足りないとかだけになるんじゃ

ないかなということと、私から見たら全国じゃ

なくて、宮崎県がどれぐらい不足して、今言わ

れるような数字みたいなものが出てきて、医師

も宮崎市内はまああれだけれど、ほかの過疎地

域においては医師不足が言われたりしているの

と同じで、県内で簡単に言えば３ブロックぐら

いに分けたときに、どの地域がどれぐらい足り

ない。じゃあこういうところをどういうふうに

今後補充していくとか、数字を追っかけている

んであれば そういうことをちゃんと捉えてやっ、

ていかないと、常に不足していますとかという

ことになるんじゃないかなと思うんです。

ですから、地域ブロックごとの問題とか、今

後、外国人材はどれぐらいの分野で、どれぐら

いの人数を確保していかなくちゃいけないとい

うのが見えてくれば、じゃあここにそれぞれの

国々から、中国初めインドネシア、ベトナムや

モンゴルとか書いてあるんですけれども、そう

いうところから不足人数をどうやって確保して

いくかとか、そういうのが見えてくるんじゃな

いかなというふうに思うんです。

だから、単純にパーセントでどれぐらい不足

している、何がどうだとか、じゃあ原因は何な

のか、先ほど給料の件も聞きましたけれども、

要するに宮崎に来させるためにどうしたらいい

のか、そういったもの見つけていって、そうい

うのをちゃんとやっていかないと、不足のまん

までいくんじゃないかなという気がするんです

が、そういう分析の仕方というのはしてないん

ですか、どうなんですか。

地域ごとの不足感ですと○矢野長寿介護課長

か、3,700人の不足の具体的な地域バランスがど

うかといったところまでの分析は、現状はして

いないところなんですけれど、今、委員おっ

しゃったとおり、例えば中山間地域では非常に

不足感が強いとか、そういったこともございま



- 14 -

令和元年12月９日（月曜日）

、 、 、すので 今後 市町村さんなどと話をしながら

具体的な不足感ですとか、不足に対するその対

策ですとか、どういったことが必要かというこ

とを改めて考えてまいりたいと思います。

離職者で、あるＡ施設を離職をし○坂口委員

てＢ施設に勤めるという、同じ職域内での横動

、 、きと言ったらいいんでしょうか されてる方と

違う職域に、介護分野から違うところへ行って

しまうという、それらの判別ができているかと

いうのと、施設ごとに離職率がそれぞれ違うわ

けですけれども、特に高い施設というのはずっ

と高いままでずっと推移していっているとか、

割と安定している施設というのがあるんじゃな

いか思うんです。介護職という全体を一くくり

で捉えるんじゃなくて、やっぱり分析していか

ないと、ＡからＢ、ＢからＣに移って行かれる

という人は、そこで何らかのものを、期待外れ

とかですよね、そこではちょっと自分はもう定

着しきらないとかいったもの、欠格しているも

のとかがあるんじゃないか思うんです。

それを分析していって、それぞれの経営者自

、 、体が おのずからが考えないといけないことと

制度的にカバーしていって、そこを魅力ある職

場としてというか 職業としてその底上げを図っ、

ていくというのか、そういうのをやっていかな

いと、なかなか難しいんじゃないかなと思うん

です。その中で、とにかく介護の分野で自分は

食べていくんだとか、貢献していくんだという

人たちが横に動くというのは、本当にその経営

者自身の問題が、そこにかなり潜在しているよ

。 。うな気がするんです そんなのを分析しないと

ここをやめて次に行ってくれるというのは本当

はありがたい話で、ここから外に逃げてしまう

んなら、魅力ある職業にという一くくりでいい

、 、けれども 何かそこをもうちょっと細分化して

きめ細やかにやっていく必要があるんじゃない

かなという気がするんですが、そこはやっぱり

分析できない、なかなか難しいと思うんですけ

れども、そこをやっていかないと。

ありがとうございます。○矢野長寿介護課長

介護の業界の中で移動した方と、介護の業界の

外に行かれた方の把握というのは、把握はでき

ていないところでございまして、恐らく業界の

中を移動される方も、委員おっしゃったとおり

いらっしゃると思っております。

具体的な原因というのは、それぞれ違うんで

しょうけれども、例えばなんですが、離職率が

高かった施設で離職率がかなり改善したという

施設の事例の一つとしては、介護ロボットの導

入ですとか 職場環境の改善ですとか そういっ、 、

た働きがいとか、働きやすさの面で何らかの手

当てをしたことで離職率が改善したという事例

も伺っております。各介護施設の方に対する研

修会などの場では、そういった好事例といいま

すか、そういったお話をさせていただいて、で

、きるだけ意欲を持って職場に来られている方が

定着できるような事例研究みたいなことの具体

例も話をさせていただくことで何とか職場環境

の改善による定着などを図っていきたいという

ふうに思っております。

そこのところが一つ大きいのでは○坂口委員

ないかなと思うんです。

これは聞く話なんですけれども、１年中、そ

れもずっと引き続いて求人広告を出している、

あるいはハローワークあたりに求人の申請を

やっているところが、同じ施設でずっと出すと

ころとか、出していたけれども一旦とまって落

ち着いて、また出してくるところとか、ここに

は何らかの大きい差があるようなんです。

だから、そこを一つは分析していって、それ
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を横の情報として、何が自分のところは欠けて

いるのかをわかっていただいて、積極的に対応

してもらえるような、処遇改善とか、あるいは

施設そのものの改善とかをやっていただく必要

があるんじゃないかなと思うんです。

そこで必要になれば、さっき話に出てました

ように、制度事業プラス県単事業ですよね。県

単事業を組んでいって、よその県に負けている

なり、本県が特にワースト２なんて言われるよ

うな状況があったりすれば、単独事業、単費事

業もそこに何らか考えていかないといけないん

じゃないかなという気がします。これは言いっ

放しでお答えはいいんですけれど、そういった

ことをちょっと感じたもんですから。

看護も介護も同じように皆さん方○脇谷委員

言われるんですけれども、女性の働く職場とし

てこの介護と看護が多くて、それでもって給与

の状況が、全国よりも介護が３万円で、看護が

６万円というこの低さは、やはりどうしても何

かすごく宮崎県の中で定着しない理由の一つで

もあるわけだというふうに思うんです。

それで、特に看護のほうは、四年制大学が103

％の大学の充足率であるのに、県内就職率が半

分もないと、45％しかないということもある中

で、やっぱり聞くところによると、県外の高給

なところに呼ばれるとすぐ行くというのもある

んですよね。

ですから、やっぱり看護師になる方は多いん

、 、だけれども 結局県外にとられるということで

就職したときの病院の体制といいますか、直接

、的にこの給与に反映できるような整備というか

県としては直接病院に給与を上げてくださいと

は言えないわけでしょうけれども、そういった

何というか、給与がこんなに低いのに、直接的

に何か給与を上げるような施策というのはない

ものでしょうか。

今、委員の御指摘のとお○小牧医療薬務課長

り、特に四年制大学においては、県外に流出し

て、県外のいろんな大規模な医院、病院等に就

。職される方が多いというのは現状でございます

最後に御質問のありました病院での報酬と言

いますか、そういう給与についてなんですけれ

、 。ども 県から直接指導するのは非常に難しいと

その理由としましては、やはり医療の経営とい

うのが診療報酬制度に基づいておりますので、

これは基本的に全国一律ということで、これを

もとに収入が、そこにほぼ限られている以上、

そこから県独自で看護師の給与を上げるような

施策とか指導というのは、なかなか今のところ

見つからないというのが現状でございます。

じゃあなぜこんなに６万円も違う○脇谷委員

というような経営体制になっているんでしょう

か。

これはなかなか統計的に○小牧医療薬務課長

何かあるということではないんですけれども、

やはり県内の全て職種の給与の水準とか、そう

、いうもの等に比例していく部分もございますし

その土地の生活費とか住宅費とか、そういうと

ころとの関係とかもあって、どのぐらいの給与

であれば求人に応じていただけるかという水準

というのが、そういうところで看護師において

も成立しているんだろうというふうには考えて

おります。

つまり、じゃあ住宅費とか交通費○脇谷委員

とか、そういうところの上乗せ分が、都会には

多いということなんですか。

あくまでそこをそれぞれ○小牧医療薬務課長

の医療機関が判断されますので、どういった決

定をされているかというのは、今おっしゃった

ような要素もあろうかと思いますけれども、な
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かなか県のほうであるべき姿というものを持っ

。ているわけではないというところでございます

先ほど坂口委員もおっしゃいまし○脇谷委員

たけれども、介護の部分もホームヘルパーさん

もいらっしゃれば、福祉士もいらっしゃれば、

ケアマネさんもいらっしゃれば、さまざまな専

門職の方がいらっしゃる中で、こういった一律

的に離職率とか書いてあってもちょっとわから

ないので、やっぱり先ほどの看護職もそうなん

ですけれども、全国より６万円低いとかと言わ

れても、ちょっとぴんとこないので、もう少し

中身に入った検証といいますか、リサーチが必

要かなというふうには思っているんですけれど

も、いかがでしょうか。

先ほどもありましたが、全体と○西村委員長

宮崎県を比べると、どうしても差異が大きくな

るので、隣県も含めた九州、福岡も入りますけ

れど、そういうものとの比較データを踏まえた

上で、その資料をいただいてから、また再度と

いうことでよろしいでしょうか。

ほかにないでしょうか。

商工業の分野に移りたいと思いますがよろし

いですか。

では、商工業分野に移りたいと思います。

先ほど説明のあった６ページの中○星原委員

で、アンケート調査の結果、希望する人材確保

ができていますかというので、約70％が不足し

ているということ、これは皆さん方が統計とる

上で、どういうふうな形でこれを捉えていらっ

しゃるのか、まずこの70％不足しているという

ことを、どういうような形で捉えていられるの

か、まずお聞きしたいんですけれども。

、○内野商工政策課長 やはり人材ということが

このアンケート調査を行ったときに、いろいろ

と各企業の強みであったり、弱みであったり、

そういうのは何かという問いであったりとか、

一番の経営課題は何かという問いであったりと

かする中で、人材が強みであるところもあり、

弱みであるところもある。経営課題はやはり人

材であるというのが一番ありましたので この70、

「 」、「 」％という やや不足している 不足している

という数字を合わせたものというのは、まさに

、県内の商工業関係の企業の人材不足というのが

やはり浮き彫りになっているのかなと。経営者

の方から見ると、これが一番解決すべき課題に

。なっているのかなというふうに認識しています

そこでなんですが、今でこれぐら○星原委員

いということは、今後３年、５年、あるいは10

年後ぐらい見通したときに よりこの幅が広がっ、

ていくのかなという感じがするんです。そうい

う中で、人材確保・育成等の取り組み、人材の

育成とか、こういう課題を掲げられて、いろん

なことをやっていこうとしているんですが、こ

ういう中身だけでこの不足分を解決できるのか

、 、なと 聞きながら思っていたところなんですが

今までもここに掲げていらっしゃるような中身

については、似たり寄ったりのことをやってき

ているような気もしてるんで、新たにどういう

ふうにしていくとか。今後足りない人材を確保

、 、していくには 何かもうちょっと工夫もないと

本当に不足のまんまで行くんじゃないかなとい

う気がするんですが、このアンケートの結果を

見て、今後３年、５年後あたりに向けては、こ

ういうことを新たに、ここに書いてある以外に

何かやっていかなくてはいかんという捉えてい

るのか、こういうことをやっていれば、何とか

ある程度カバーできるというふうに見られてい

るのか、その辺はどうなんですか。

このアンケート調査、昨○内野商工政策課長

年実施したんですけれども、ことし６月に議決
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いただきました「みやざき産業振興戦略 、その」

作業を昨年やる中でアンケート調査を行ったも

のでございます。

そのアンケート調査結果を踏まえて、産業振

興戦略の中では、新たな目標として良質な雇用

の確保というのを付加価値の高い産業振興とと

もに位置づけておりまして、その方針として人

材の育成確保の中で具体的に、やはり働きやす

い職場づくりというものを求めていく、ワーク

ライフバランスとかです。それと、若者の県内

就職促進と離職防止に努める。それと、ＵＩＪ

ターンを促進していく。それと、先ほど申し上

げましたが、女性や高齢者といった多様な人材

の活躍促進の場を設けていく。それと、外国人

材の活用というものもございます。それと、技

能者の育成・確保と職業訓練の充実というこの

６つの各項目に沿って戦略にこの方針として位

置づけたところでございまして、基本的にはこ

の戦略のもとで、今後も具体的な取り組みとい

うのを、その時々の状況を見ながら取り組んで

いくのかなと思っております。

そこで、先ほど５ページの中で、○星原委員

給与の状況ということで、全産業労働者という

ことで、宮崎県と全国の比較が出ているこの数

字で見ると、給与で約８万円ぐらいの差がある

。 、んですよね やはりそういう給与面のこれだけ

どの分野かわかりませんが、全体の平均になっ

ているでしょうから、全国平均と宮崎県と比べ

たときにそれぐらいの数字が出ていると、なか

なかここが多少縮まっていくためにはどうする

かという部分も考えておかないと、なかなか厳

、しいんじゃないかなというふうに思うんですが

これだけの差があるというのは、どういうふう

に捉えていらっしゃいますか。

５ページですかね。○内野商工政策課長

はい、５ページの給与の状況とい○星原委員

うことで、全産業労働者の給与で、年齢も全国

のほうが若くなってるんですけれども、この差

がぱっと見たときに、こんなに差があるのかな

というふうに思ったところなんですけれど。

この給与の、この８万円○内野商工政策課長

の差というところにつきまして、詳細な分析と

いいますか、私、手元にデータを持ち合わせて

いないんですけれども、確かに賃金を上げてい

くということが、これから宮崎、商工業分野の

中で人材を確保していくためには重要なことだ

というふうに思っております。

一方で、やはり経営者側から見ると、それが

しわ寄せになってしまうというところもありま

、 、すので そこのところのバランスといいますか

落としどころが難しいのかなというふうには

思っております。済みません、データとして手

元に……。

外国人材についてもそういうこと○星原委員

になっていくのかなというふうに思うんです。

じゃあ、給与だけじゃない部分で宮崎の企業が

魅力を出していくためには、何をやって給与の

差額分を少しでも埋めていくのか、そういった

努力がないと厳しいんじゃないかということを

言いたいわけなんです。これはもう宮崎の会社

自体がそれだけの給料を出していたら、新たに

新人の採用のときの給料を上げると、全体が上

がっていかなくちゃいけないわけですから、な

、かなか上げられないというところもあるわけで

給与に差はあっても住みやすいとか、何か環境

面とか、福利厚生面とか何かで努力しないと、

、 。宮崎には来てもらえないんだと 外国からでも

そういう努力をする部分を何らかの形で、要す

るに企業だけじゃなくて社会全体でとか、県あ

たりの何らかの方法でそういう政策面の中にも
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何かを組み込んでいかないと、今後３年、５年

先を想定したときには、人材不足が今以上に広

がっていくんじゃないかなというふうに思うん

、 、で こういうことを聞いているんですけれども

何かやっぱり対策打たないと、給料はもう企業

が努力しても、それ以上出したら自分の会社が

成り立たないという部分があれば、それ以外の

分野を何か考えていくべきじゃないかなと思う

んですが、その辺についてはどういうふうに皆

さん方思っていらっしゃるんですか。

企業につきまして○横山商工観光労働部次長

は委員おっしゃるとおり、産業構造としてなか

なか全国レベルまで難しい、ある程度限界がど

うしてもあると。そういう中で少しでも生産性

を上げていく努力というのはしていかないとい

けないと、私どもも行政としてそこを支援して

いくのは、しっかり頭に置いてやっていかねば

ならんというふうに思っております。

それにあわせまして、どうしても企業が勝負

できないところについては、それ以外のところ

、で魅力を出していくところが必要でありまして

特に外国人の皆様方にとりましては、例えば地

域が暮らしやすい状況になっているかどうか。

暮らしやすければ、外国人の皆さん方はネット

ワークがかなり強いものがあるというように聞

きますので、宮崎県ってすごく暮らしやすいよ

というのが広がってくれれば、じゃあ行こうか

というふうにつながっていくんではないかと。

そういうところを市町村の皆さんと協議会もつ

くっておるわけですけれども、市町村の皆様方

と一緒になってそういう環境づくりと。

１つは、この前サポートセンターをつくりま

したけれども、ああいうのもその一つだという

ふうに思いますけれども、そういう形で広げて

いく、いい環境づくりというのを広げていくと

いうことが基礎になりますし、そういうことは

県内の人たち、学生さんたちも含めてですけれ

ども、そういう方にとっての働きやすい環境づ

くりというところにもつながっていくと思いま

すので、そういうところを企業さんたちと一緒

に考えていく場というのをしっかりつくってい

くということが必要でしょうし、そのための支

援というのも考えていかねばならんというふう

に思っております。

そこでなんですが、今現在、この○星原委員

宮崎県に来ている平成30年で4,144名ですか、そ

ういう外国人の方々が県内で今生活されている

わけですよね。

その人たちがどういう思いで宮崎に住むこと

にしたのか、宮崎で働くことにしたのか、何が

選んだ理由かとか、そういったものも把握して

いきながら、そういう声を中心にしてやってい

かないと、何か選んだ理由とかいろいろあると

思うんです。

だから、そういう地域の環境であったり、人

間関係、人情味だったりいろんなものがあるか

もしれませんし、そういったものをうたい文句

にして来てもらう材料にするとか、やっぱり何

か、今いらっしゃる、来てもらっている方々の

声というのを何らかの形で把握していくべき

、じゃないかなというふうに思うんですけれども

そういうこともこれからやっておかないと、こ

れから何年後か先のことを考えると、非常に厳

しい状況になっていきそうなんですが、そうい

うこと等の取り組みというのはできないものな

んですか。

市町村の皆様方と○横山商工観光労働部次長

話をしますと、住んでらっしゃる外国人の皆様

方から結構いろんなお声をいただいているとい

うふうにお聞きをします。そういったところを
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しっかり吸い上げて 皆さんと共有しながらやっ、

ていかないといけない。

あと 先ほど申し上げましたカリーノにつくっ、

たサポートセンターのほうも、交流の場として

も活用できるようにしておりますし、そういう

中でもしっかり声を拾い上げていって、何らか

の形で反映できるようにやっていかなければな

らない。今、具体的にこれをというところがご

ざいませんけれども、それが非常に大事なこと

ですので、しっかり意識の中に置きながらやっ

ていきたいというふうに思っております。

ぜひ何かいい知恵を出して、宮崎○星原委員

を選んでもらえるような材料を見つけ出して、

外国の方々が来てもらいやすいように、取り組

んでほしいと思います。

、○山下委員 今のに関連する質問と申しますか

お願いしたいなと思うのは、今、賃金の話が出

てますけれども、これは宮崎という土地柄上、

しょうがないのかなというような、妥協すれば

妥協しないとしょうがないんですが、なぜそん

なことを言うかというと、今度日機装が来てく

れましたよね。ああいう一流企業、例えば九州

でいえば九州電力、うちは九州電力から出向社

員が来てて、その人たちの給料見るとびっくり

しますよ。恐らくあなた方よりずっと高い、九

電の職員 ですから そういう一流の企業を引っ。 、

張って来てもらわないといけない。そういうも

のを引っ張ってくれば絶対賃金が上がっていき

ますよ、周辺が。

ですから、いろいろ方策をというのはなかな

か難しいと思います。介護、看護の世界でもそ

うだと思います。うちは孫が今度看護師になる

んですけれども、県内で勤めろというんですけ

れども、大阪に行くと言うんです。なぜかとい

うとやっぱり条件が違うと言うんです。

だから、そこの質を上げるためには、当然経

営者が質を上げないといかんのですけれども、

そのためにはそういういいところが来ると、経

営者はやっぱり経営努力して、そこに上がって

いくので。そういう一流のところを県内に誘致

していただく。それで全体的な給料を引き上げ

ていくという形にしないと、私はいけないと思

うんですけれども、どうでしょうか。

御指摘のとおりだ○横山商工観光労働部次長

と思います 付加価値生産性の高いところを引っ。

張ってくるというのは、非常に大事なことであ

ると思います。日機装であるとか、キヤノンさ

んとかが来ていただくことがありましたけれど

も、そういう形での全体の水準引き上げにつな

げていく努力というのは、当然企業立地のほう

ではやってきているわけですが、あと地場の企

業さんたちとの雇用の関係とかもございますの

で、そういうバランスとかもちょっと頭に置き

ながら、しっかりやっていくことだというふう

に考えております。

でないと、例えば宮崎大学の工学○山下委員

部を出た人が、県内の県外他社と競争するよう

なところに仕事があるかというと、今までなか

なかないんです。だから、全部県外に流出して

しまう。県外の大学出た人は県外にとどまって

しまうというのが、私は現在までの実情じゃな

いかなと思うんです。ですから、働くところ、

そのためには一流のところが来ないと、県内に

就職ができない。ほかの病院でもそうだと思う

んですけれども、そういう病院ができてくれな

いと、県内になかなか入れないというのは、現

実じゃないのかなと思いますので、ぜひそこあ

たりの努力もお願いしたいなと思います。

いわゆる外国人労働者の賃金○髙橋副委員長

は、全てとは言わないけれども、やっぱり最賃
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が基本ベースになるじゃないですか。東京と200

円違いますよね １日で1,000円から2,000円違っ。

てくる。すると、月に直すと３万とか４万にな

るわけです。だから、私は最後のこのオールみ

やざき営業課の取り組み、宮崎として外国人労

働者に働いてもらうというのは、ここでしっか

りサポートすることが大事だなと私は思うんで

す。まだ、体制が宮崎中心じゃないですか。先

ほど、説明では県内各地に広げていくんだとい

うことをおっしゃいましたけれども これはやっ、

ぱり急ぐべきで、県が全て組織するのは難しい

でしょうから 市町村にやっぱり協力してもらっ、

て、国際交流員がいたり、ＡＬＴがいたりする

んで、人材も活用しながら、これで宮崎県は多

文化共生しっかりとサポートするんですよとい

うことが、私は宮崎県がまずできることじゃな

いかなと思うんで、これ、ぜひ急いでほしいな

と思います。

多文化共生に○髙山オールみやざき営業課長

関する質問でございます。

県内で外国人の方々が安心して生活していた

。だくということが非常に大切だと思っています

賃金等の条件のこともございますけれども、や

はり生活費が安いとか、温暖な気候で住みやす

いとかいったところもありますので、そういっ

たところをしっかり外国人の方々にお伝えしな

がら、外国人から選ばれる宮崎づくりを進めて

いかないといけないと。

そのための受け皿整備ということで、今回、

この「みやざき外国人サポートセンター」を設

置いたしまして、これは宮崎県全体を所管して

おりますので、市町村とも連携しながら、暮ら

しやすい環境づくりの提供といったことに今後

。努めてまいりたいというふうに考えております

多文化共生のお話ももう出まし○西村委員長

たので、掛け合いで、商工と多文化共生あわせ

て質問ある方はどうぞ。

多文化共生に関してなんですが、○図師委員

今、髙橋委員も言われたとおり、やはり県内各

地の市町村との連携も必要だと思うんですが、

みやぎん経済研究所の杉山さんが言われるに、

やはり今後、県内移住を考える外国人の方へも

アプローチが必要であろうと。そのポイントと

しては、大都市はひとり暮らしだと暮らしやす

いが、世帯を持つと苦しくなると。これは日本

人も外国人も同じことで、所帯を持った外国人

に宮崎にぜひ住みませんかと、働きませんかと

いうようなアプローチをしていく必要があろう

かという提案もあってます。

何が言いたいかと申しますと、つまり外国人

サポートセンターも県内市町村の連携はもちろ

んですが、都市部との連携、また、こちらへの

移住希望者の外国人の取り込みというのも、ぜ

ひ守備範囲の中で考えていただきたいなと思う

んですが、いかがでしょうか。

おっしゃると○髙山オールみやざき営業課長

おり、ほかの県との連携も必要だと思っており

ます。現在、外国人サポートセンターでいろん

な質問を受けておりますが、宮崎に転居された

際の、例えば子供の保育園の問題とか、それか

ら日本語が十分じゃないから日本語をもっと勉

、強したいとかいったお声も聞いておりますので

そういったところまできめ細かにサポートして

いく必要があるというふうに考えております。

もう既に国内に住まわれている外○図師委員

国人の方々は、高度技能を持たれたり、永住権

を持ったりしている外国人の方が多数いらっ

しゃると思いますから、ぜひそのあたりをター

ゲットにして移住、外国人版ＵＩＪターン策と

いうのも今後充実させていっていただければと
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思います。以上です。

ほかにないでしょうか。○西村委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ないようですので、○西村委員長

これで終わりたいと思います。

。執行部の皆さんは御退席いただいて結構です

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時31分休憩

午前11時33分再開

委員会を再開いたします。○西村委員長

まずは、協議事項（１）提言についてであり

ます。

本日まで６回の委員会と県内外での調査を

行ってまいりました。これから年度末の報告書

に向けて、県当局などに対し、どのような提言

や働きかけができるかを整理していかなければ

なりません。

、これまでの委員会活動の経緯につきましては

Ａ３版の資料、横長のこのＡ３版の資料にまと

めております。２枚の資料になります。ナンバ

、 、ー１ ナンバー２と上のほうに打っていますが

、 、この報告書に盛り込む提言につきましては 今

、何か御意見があればお伺いしたいと思いますが

いかがでしょうか。少し時間をとりたいと思い

ます。

それでは、何か御意見はございませんでしょ

うか。

特に今の時点ではないようですので、次回の

委員会で御意見を出していただいて、報告書の

。内容や提案等を御検討いただければと思います

次回の委員会ではある程度、正副委員長の報

告書骨子（案）という形で取りまとめて提案を

したいと思いますが、またそれまでの間に各委

員でお気づきになられたことを、これを読んで

御意見がある方は、正副委員長に御意見をいた

だきたいと思っております。

年度末の報告書については、そのように検討

を今後進めていくということでよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○西村委員長

ただきます。

次回の委員会までに御意見がある委員がい

らっしゃいましたら、随時お申し出いただきた

いと思います。

次に、協議事項（２）の次回委員会について

であります。

次回の委員会につきましては、１月24日金曜

日の開催を予定しております。

次回の委員会では、報告書に向けた検討を行

いますが、ほかに執行部からの説明を受けたい

事項があれば、御意見をいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。もう次回がほぼ最後

の委員会となりますので、まとめに向けて動き

たいと思います。どこも呼ばなくてよろしいで

すか。

意見がないようですので、次回の委員会の内

容につきましては、正副委員長に御一任をいた

だきたいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのような形で準備○西村委員長

をさせていただきます。

最後に、協議事項（３）のその他で、委員の

皆様方から何かございませんか。

何もないようですので、次回の委員会は来年

の１月24日金曜日を予定しておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。

以上で本日の委員会を閉会いたします。お疲
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れさまでした。

午前11時37分閉会
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